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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットのパーツである胴体部と、この胴体部にそれぞれ連結された頭部と、複数の腕
部および脚部と、制御部とを備えたロボットの手話に用いる単語毎の手話動作を繋げるこ
とで単語列毎の手話動作を生成する手話動作生成装置であって、
　前記ロボットが単語単位では手話のために用いる部位間で干渉が生じないように予め作
成された手話動作データを当該手話動作の意味する単語と対応付けて格納した手話単語デ
ータベースを記憶する記憶手段と、
　前記単語列を入力する単語列入力手段と、
　前記入力された単語列において連続した２つの単語からなる単語ペアについて前記手話
単語データベースから手話動作データをそれぞれ抽出し、前記抽出した手話動作データに
基づいて、当該単語ペアのうちの前単語を意味する手話動作の終点の位置と、後単語を意
味する手話動作の始点の位置と、を結ぶ軌道を単語ペア毎に生成する軌道生成手段と、
　前記生成した各軌道において前記ロボットが手話のために用いる部位間の距離が予め定
められた許容範囲を満たさない場合、当該部位間で干渉が生じると判定する干渉判定手段
と、
　前記ロボットの部位間に干渉が生じないように前記入力された単語列に対して生成され
た各軌道を介して単語毎の手話動作を繋げる動作連結手段と、
　前記単語ペアについて生成した軌道において前記ロボットのいずれかの部位間に干渉が
生じると判定された場合、前記許容範囲を満たすように、かつ、手話動作としての単語ペ
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アにおいて前単語の意味および後単語の意味を維持可能なものとして予め定められた所定
の閾値範囲を満たすように、当該単語ペアの手話動作としての位置座標または速度を調整
する動作調整手段と、
を備えることを特徴とする手話動作生成装置。
【請求項２】
　前記動作調整手段は、
　前記所定の閾値範囲として、予め定められた位置座標または速度のシフト量の閾値範囲
、またはそのシフト量に基づいて算出される評価関数の閾値範囲を用いて、位置座標また
は速度を調整することを特徴とする請求項１に記載の手話動作生成装置。
【請求項３】
　前記動作調整手段は、
　単語ペアにおいて干渉が生じる場合、当該単語ペアの前単語を意味する手話動作の終点
の位置座標のシフト量またはそのシフト量に基づいて算出される評価関数を予め定められ
た閾値範囲内で調整する終点座標設定手段を備えることを特徴とする請求項２に記載の手
話動作生成装置。
【請求項４】
　前記動作調整手段は、
　前記終点座標設定手段による前記終点の位置座標のシフトにも関わらず当該単語ペアに
おいて干渉が生じる場合、前記終点の位置座標のシフトを無効化して元の位置座標に戻し
、当該単語ペアの前単語の終点と後単語の始点との間を中継する経由点の位置座標のシフ
ト量またはそのシフト量に基づいて算出される評価関数を予め定められた閾値範囲内で調
整する経由点設定手段を備えることを特徴とする請求項３に記載の手話動作生成装置。
【請求項５】
　前記動作調整手段は、
　前記経由点設定手段による前記経由点の位置座標のシフトにも関わらず当該単語ペアに
おいて干渉が生じる場合、前記経由点の位置座標のシフトを無効化して元の位置座標に戻
し、当該単語ペアの後単語を意味する手話動作の速度のシフト量またはそのシフト量に基
づいて算出される評価関数を予め定められた閾値範囲内で調整するタイミング変更手段を
備えることを特徴とする請求項４に記載の手話動作生成装置。
【請求項６】
　前記終点座標設定手段は、手話動作における単語の意味の通じる程度に関する予め定め
られた評価関数を当該単語ペアの前単語について計算した結果が当該単語ペアの前単語の
意味を維持可能な所定範囲の値になるように、前単語を意味する手話動作の終点の位置座
標をシフトすることを特徴とする請求項３ないし請求項５のいずれか一項に記載の手話動
作生成装置。
【請求項７】
　前記経由点設定手段は、手話動作における単語の意味の通じる程度に関する予め定めら
れた評価関数を当該単語ペアについて計算した結果が当該単語ペアの前単語および後単語
の意味を維持可能な所定範囲の値になるように、前記経由点の位置座標をシフトすること
を特徴とする請求項４ないし請求項６のいずれか一項に記載の手話動作生成装置。
【請求項８】
　前記タイミング変更手段は、手話動作における単語の意味の通じる程度に関する予め定
められた評価関数を当該単語ペアの後単語について計算した結果が当該単語ペアの後単語
の意味を維持可能な所定範囲の値になるように、後単語を意味する手話動作の速度を変更
することを特徴とする請求項５ないし請求項７のいずれか一項に記載の手話動作生成装置
。
【請求項９】
　ロボットのパーツである胴体部と、この胴体部にそれぞれ連結された頭部と、複数の腕
部および脚部と、制御部とを備えるコミュニケーションロボットであって、
　前記制御部は、
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　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載の手話動作生成装置と、
　表出する手話動作を決定して前記決定された手話動作を表す単語列を前記手話動作生成
装置に入力する動作決定部と、
　前記手話動作生成装置で生成された単語列毎の手話動作に基づいて、前記入力された単
語列を意味する手話動作を実行する動作実行部と、
を備えることを特徴とするコミュニケーションロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロボットを用いて手話を行う技術に係り、特に、ロボットの手話に用いる単
語毎の手話動作を繋げた手話動作を生成する手話動作生成装置及びこれを備えたコミュニ
ケーションロボットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人とのコミュニケーションを意図したコミュニケーションロボットを用いて手話
を行う技術が特許文献１に記載されている。ただし、特許文献１に記載されたコミュニケ
ーションロボットは、画面表示されたアニメーションであって、実物のロボットではない
。そのため、実際のロボットで手話を行う場合に必要となる、両腕に対応したアームの軌
道生成や例えば軸周りの回転等の動作生成については特許文献１には開示されていない。
実際のロボットにおいてアームが他の部材等に衝突する場合、ロボットのパーツの劣化や
故障の原因になる。以下、アームが他の部材等に接触せずとも障害になる等の好ましくな
い状態になることや、接触や衝突を総称して干渉と呼ぶ。
【０００３】
　アームが干渉しないための技術は産業用ロボットの分野では種々知られている。すなわ
ち、工場等の作業場で用いられている種々の作業ロボットのアームの軌道生成技術は多く
開示されている（例えば、特許文献２参照）。これら作業ロボットのアームの軌道生成技
術は、アームの先端の把持部（ハンド）とワークとの位置関係を考慮して作業を行うこと
を前提とした軌道生成技術である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３２３５６２２号公報
【特許文献２】特開２０１１－１１５８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、作業ロボットのアームの軌道生成技術は、ハンドとワークとの位置関係
を考慮して作業を行うことを前提としているため、これをそのまま適用して手話を行うと
、伝達したい内容とは異なる意味を生成してしまう場合がある。それは、手話の場合、手
の向きや姿勢によって、伝わる内容が変わるので、アームの干渉が起こらなければ軌道を
どのように変えてもよいというわけにはいかないという制限があるからである。
【０００６】
　また、手話翻訳された１つの単語（手話単語）の動きをアームの干渉が生じないように
予め決定することは比較的容易であるが、手話で伝えたい内容は、複数の単語で表現する
ことが一般的である。しかしながら、手話単語と手話単語とを単純につなげる“わたり”
といわれる軌道においてアームの干渉が生じる場合、当該２つの単語の組み合わせで表す
手話動作を実行することが困難であり、その結果、ロボットによる手話の表現が制限され
てしまうという問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明では、前記した問題を解決し、ロボットによる手話として採用できる単
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語の組み合わせを増大させることができる手話動作生成装置及びコミュニケーションロボ
ットを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明に係る手話動作生成装置は、ロボットのパーツであ
る胴体部と、この胴体部にそれぞれ連結された頭部と、複数の腕部および脚部と、制御部
とを備えたロボットの手話に用いる単語毎の手話動作を繋げることで単語列毎の手話動作
を生成する手話動作生成装置であって、前記ロボットが単語単位では手話のために用いる
部位間で干渉が生じないように予め作成された手話動作データを当該手話動作の意味する
単語と対応付けて格納した手話単語データベースを記憶する記憶手段と、前記単語列を入
力する単語列入力手段と、前記入力された単語列において連続した２つの単語からなる単
語ペアについて前記手話単語データベースから手話動作データをそれぞれ抽出し、前記抽
出した手話動作データに基づいて、当該単語ペアのうちの前単語を意味する手話動作の終
点の位置と、後単語を意味する手話動作の始点の位置と、を結ぶ軌道を単語ペア毎に生成
する軌道生成手段と、前記生成した各軌道において前記ロボットが手話のために用いる部
位間の距離が予め定められた許容範囲を満たさない場合、当該部位間で干渉が生じると判
定する干渉判定手段と、前記ロボットの部位間に干渉が生じないように前記入力された単
語列に対して生成された各軌道を介して単語毎の手話動作を繋げる動作連結手段と、前記
単語ペアについて生成した軌道において前記ロボットのいずれかの部位間に干渉が生じる
と判定された場合、前記許容範囲を満たすように、かつ、手話動作としての単語ペアにお
いて前単語の意味および後単語の意味を維持可能なものとして予め定められた所定の閾値
範囲を満たすように、当該単語ペアの手話動作としての位置座標または速度を調整する動
作調整手段と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　かかる構成によれば、手話動作生成装置は、入力された単語列において連続した２つの
単語からなる単語ペア毎に生成する軌道においてロボットが手話のために用いる部位間で
干渉が生じるか否かを順次判定する。そして、手話動作生成装置は、ロボットの部位間に
干渉が生じないように生成された各軌道を介して単語毎の手話動作を繋げることで、単語
列毎の手話動作を生成する。そして、手話動作生成装置は、干渉が生じると判定された場
合、許容範囲を満たして干渉が生じないように、かつ、当該単語ペアの各単語の意味を維
持しながら、当該単語ペアの手話動作としての位置座標または速度を、予め定められた所
定の閾値範囲内で調整する。
【００１０】
　また、本発明に係る手話動作生成装置は、前記動作調整手段が、前記所定の閾値範囲と
して、予め定められた位置座標または速度のシフト量の閾値範囲、またはそのシフト量に
基づいて算出される評価関数の閾値範囲を用いて、位置座標または速度を調整することが
好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係る手話動作生成装置は、前記動作調整手段が、単語ペアにおいて干渉
が生じる場合、当該単語ペアの前単語を意味する手話動作の終点の位置座標のシフト量ま
たはそのシフト量に基づいて算出される評価関数を予め定められた閾値範囲内で調整する
終点座標設定手段を備えることが好ましい。
【００１２】
　かかる構成によれば、手話動作生成装置は、単語ペアにおいて干渉が生じる場合、当該
単語ペアの前単語を意味する手話動作の終点の位置座標をシフトすることで、干渉が生じ
ないようにすることができる。また、前単語の手話動作を見る人は、当該前単語の手話の
始点から終点に近づくにつれて徐々に意味を視認していくので、終点が僅かにシフトして
も、変更した手話動作にて前単語の意味するところを誤解しにくい。また、後単語の動作
についてはなんら変更していないため前単語および後単語のそれぞれの意味を維持できる
。
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【００１３】
　また、本発明に係る手話動作生成装置は、前記動作調整手段が、前記終点座標設定手段
による前記終点の位置座標のシフトにも関わらず当該単語ペアにおいて干渉が生じる場合
、前記終点の位置座標のシフトを無効化して元の位置座標に戻し、当該単語ペアの前単語
の終点と後単語の始点との間を中継する経由点の位置座標のシフト量またはそのシフト量
に基づいて算出される評価関数を予め定められた閾値範囲内で調整する経由点設定手段を
備えることが好ましい。
【００１４】
　かかる構成によれば、手話動作生成装置は、単語ペアにおいて干渉が生じる場合、当該
単語ペアの各単語をつなぐ、わたりにおいて軌道を修正することで干渉が生じないように
することができる。また、当該単語ペアの各単語の動作に変更を加えないので、手話動作
を見る人は、前単語および後単語の意味するところを誤解しにくい。
【００１５】
　また、本発明に係る手話動作生成装置は、前記動作調整手段が、前記経由点設定手段に
よる前記経由点の位置座標のシフトにも関わらず当該単語ペアにおいて干渉が生じる場合
、前記経由点の位置座標のシフトを無効化して元の位置座標に戻し、当該単語ペアの後単
語を意味する手話動作の速度のシフト量またはそのシフト量に基づいて算出される評価関
数を予め定められた閾値範囲内で調整するタイミング変更手段を備えることが好ましい。
【００１６】
　かかる構成によれば、手話動作生成装置は、単語ペアにおいて干渉が生じる場合、当該
単語ペアの後単語を意味する手話動作の速度を変更することで、干渉が生じないようにす
ることができる。また、当該後単語の手話の始点から終点までの間に手先が動く方向や手
の形については変更しないので、後単語の手話動作を見る人は、後単語の意味するところ
を誤解しにくい。また、前単語の動作についてはなんら変更していないため前単語および
後単語のそれぞれの意味を維持できる。
【００１７】
　また、本発明に係る手話動作生成装置は、前記終点座標設定手段が、手話動作における
単語の意味の通じる程度に関する予め定められた評価関数を当該単語ペアの前単語につい
て計算した結果が当該単語ペアの前単語の意味を維持可能な所定範囲の値になるように、
前単語を意味する手話動作の終点の位置座標をシフトすることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明に係る手話動作生成装置は、前記経由点設定手段が、手話動作における単
語の意味の通じる程度に関する予め定められた評価関数を当該単語ペアについて計算した
結果が当該単語ペアの前単語および後単語の意味を維持可能な所定範囲の値になるように
、前記経由点の位置座標をシフトすることが好ましい。
【００１９】
　また、本発明に係る手話動作生成装置は、前記タイミング変更手段が、手話動作におけ
る単語の意味の通じる程度に関する予め定められた評価関数を当該単語ペアの後単語につ
いて計算した結果が当該単語ペアの後単語の意味を維持可能な所定範囲の値になるように
、後単語を意味する手話動作の速度を変更することが好ましい。
【００２０】
　かかる構成によれば、手話動作生成装置は、手話動作における単語の意味の通じる程度
に関する予め定められた評価関数を用いて、前単語、後単語または双方の意味を維持でき
るように干渉を回避するので、評価関数を予め設定しておくことによって、ロボットによ
る手話として採用できる単語の組み合わせとしてふさわしいか否かの基準を明確に定める
ことができる。
【００２１】
　また、本発明に係るコミュニケーションロボットは、ロボットのパーツである胴体部と
、この胴体部にそれぞれ連結された頭部と、複数の腕部および脚部と、制御部とを備える
コミュニケーションロボットであって、前記制御部が、前記手話動作生成装置と、表出す
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る手話動作を決定して前記決定された手話動作を表す単語列を前記手話動作生成装置に入
力する動作決定部と、前記手話動作生成装置で生成された単語列毎の手話動作に基づいて
、前記入力された単語列を意味する手話動作を実行する動作実行部と、を備えることを特
徴とする。
【００２２】
　かかる構成によれば、コミュニケーションロボットは、手話動作生成装置を備えており
、腕部の干渉を回避しつつ意味が通じるように生成された単語列毎の手話動作に基づいて
動作することで、干渉が発生せずに手話動作を行うことができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、ロボットによる手話として採用できる単語の組み合わせを増大させる
ことができる。したがって、本発明の手話動作生成装置は単語列による一連の手話動作を
数多く汎用的に生成することができる。そのため、本発明のコミュニケーションロボット
は、数多くの手話を行うことによりスムーズにコミュニケーションを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態に係る手話動作生成装置を含むロボットの構成を模式的に示す
ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るロボットの外観を模式的に示す側面図である。
【図３】図２のロボットの駆動構造を模式的に示す斜視図である。
【図４】図１の手話動作生成装置の軌道生成手段にて並べる手話単語の単語データの概念
図である。
【図５】図１の手話動作生成装置の終点座標設定手段にて前単語の単語データに設定する
終点座標の概念図であって、（ａ）は設定前に並べた単語ペアの単語データ、（ｂ）は設
定後に並べた単語ペアの単語データ、（ｃ）は設定後に単語ペアの後単語を置き換えた例
を示している。
【図６】図１の手話動作生成装置の経由点設定手段にて単語データ間に設定する経由点の
概念図であって、（ａ）は設定前に並べた単語ペアの単語データ、（ｂ）は設定後に並べ
た単語ペアの単語データを示している。
【図７】図１の手話動作生成装置のタイミング変更手段にて後単語の単語データに設定す
る動作速度の概念図であって、（ａ）は設定前に並べた単語ペアの単語データ、（ｂ）は
設定後に並べた単語ペアの単語データを示している。
【図８】図１の手話動作生成装置による処理の流れの概略を示すフローチャートである。
【図９】図８の単語間動作調整処理を示すフローチャートである。
【図１０】図９の単語間動作調整処理の続きを示すフローチャートである。
【図１１】図１０の単語間動作調整処理の続きを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の手話動作生成装置およびコミュニケーションロボットを実施するための形態（
以下「実施形態」という）について図面を参照して詳細に説明する。以下では、一例とし
て、コミュニケーションロボットが手話動作生成装置を備えているものとする。
【００２６】
［１．ロボットシステム］
　図１に示すように、コミュニケーションロボット（以下、単にロボットＲという）を含
むロボットシステムは、ロボットＲと、このロボットＲと無線通信によって接続された無
線基地局１と、この無線基地局１とロボット専用ネットワーク２を介して接続された管理
用コンピュータ３とを備える。
【００２７】
　管理用コンピュータ３は、ロボットＲを管理するものであり、無線基地局１、ロボット
専用ネットワーク２を介してロボットＲの移動や発話などの各種制御を行うと共に、ロボ
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ットＲに対して必要な情報を提供する。ここで、必要な情報とは、例えば、ロボットＲの
周辺の地図、発話データ、手話動作データなどがこれに相当し、これらの情報は、管理用
コンピュータ３に設けられた記憶手段に記憶されている。ロボット専用ネットワーク２は
、無線基地局１と、管理用コンピュータ３と、図示しない外部ネットワークとを接続する
ものであり、ＬＡＮなどにより実現される。外部ネットワークには図示しない端末が接続
されて管理用コンピュータ３に情報を登録したり登録内容を変更したりすることができる
。
【００２８】
［２．ロボットの構成の概要］
　本発明の実施形態に係るロボットの構成の模式図を図１に示し、その外観の模式図を図
２に示す。ここでは、自律移動型の脚式の２足歩行ロボットであって、手話動作可能な人
型ロボットを一例として説明する。ロボットＲは、管理用コンピュータ３から入力された
実行命令に従ってタスクとして手話動作を実行する。
【００２９】
　ロボットＲは、図２に示すように、ロボットのパーツとして、脚部Ｒ１、胴体部Ｒ２、
腕部Ｒ３、頭部Ｒ４、および制御装置搭載部Ｒ５を有しており、胴体部Ｒ２にそれぞれ接
続された脚部Ｒ１、腕部Ｒ３、頭部Ｒ４は、それぞれアクチュエータにより駆動され、自
律移動制御部１３０（図１参照）により２足歩行の制御がなされる。
【００３０】
　ロボットＲは、脚部Ｒ１、胴体部Ｒ２、腕部Ｒ３、頭部Ｒ４、および制御装置搭載部Ｒ
５に加えて、これら各部Ｒ１～Ｒ５の適所に、図１に示すように、例えば音声処理部１１
０、無線通信部１２０、自律移動制御部１３０、主制御部（制御手段）１４０を有する。
【００３１】
　音声処理部１１０は、主制御部１４０からの発話指令に基づいてスピーカＳに音声を出
力したり、図示しないマイクから入力された音声データから文字情報（テキストデータ）
を生成して主制御部１４０に出力したりするものである。なお、頭部Ｒ４の内部にはカメ
ラが配設されており、カメラによって取り込んだ画像を図示しない画像処理部で処理する
ことで、ロボットＲは、周囲の障害物や人物の認識を行うことができる。
【００３２】
　無線通信部１２０は、管理用コンピュータ３とデータの送受信を行う通信装置である。
無線通信部１２０は、例えば、携帯電話回線やＰＨＳ(Personal　Handyphone　System)回
線などの公衆回線や、IEEE802.11b規格に準拠するワイヤレスＬＡＮなどの、近距離無線
通信を選択して利用する。
【００３３】
　自律移動制御部１３０は、主制御部１４０の指示に従い脚部Ｒ１、胴体部Ｒ２、腕部Ｒ
３および頭部Ｒ４を駆動するものである。この自律移動制御部１３０は、図示を省略する
が、脚部Ｒ１の股関節、膝関節、足首関節を駆動させる足制御部、腕部Ｒ３の肩関節、肘
関節、手首関節を駆動させる腕制御部、腕部Ｒ３の手の先の指関節を駆動させる手制御部
、腕部Ｒ３に対して胴体部Ｒ２を水平方向に回転駆動させる腰制御部、頭部Ｒ４の首関節
を駆動させる首制御部を有している。これら足制御部、腕制御部、手制御部，腰制御部お
よび首制御部は、脚部Ｒ１、胴体部Ｒ２、腕部Ｒ３および頭部Ｒ４を駆動するアクチュエ
ータに駆動信号を出力する。
【００３４】
　主制御部１４０は、音声処理部１１０、無線通信部１２０、自律移動制御部１３０を統
括制御するものであり、種々の判断を行ったり、各部の動作のための指令を生成したりす
る。この主制御部４０は、図示を省略するが、手話動作生成装置１５０以外に、ロボット
Ｒの各種タスクを実行するための機能をモジュール化した機能モジュール部を多数備えて
いる。これら機能モジュール部によって、例えば、管理用コンピュータ３と通信を行うた
めの制御、管理用コンピュータ３から取得したタスク実行命令に基づいて所定のタスクを
実行するための制御、ロボットＲが目的地に移動するための制御等を行うことができる。
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【００３５】
　本実施形態では主制御部１４０は、手話動作生成装置１５０を備え、手話動作生成装置
１５０に記憶手段１６０を備えることとした。これら手話動作生成装置１５０および記憶
手段１６０の詳細については後記する。なお、ロボットＲは、記憶手段１６０以外に、例
えば、一般的なハードディスク等から構成された図示しない主記憶部を備え、主記憶部に
は、管理用コンピュータ３から送信された必要な情報（ローカル地図データ、会話用デー
タなど）を記憶し、主制御部１４０の各種動作を行うために必要な情報を記憶する。
【００３６】
［３．ロボットの外観］
　次に、本発明の実施形態に係るロボットＲの外観について説明する。以下の説明におい
て、ロボットＲの前後方向にＸ軸、左右方向にＹ軸、上下方向にＺ軸をとる（図２参照）
。図２に示すように、ロボットＲは、人間と同じように２本の脚部Ｒ１（１本のみ図示）
により起立、移動（歩行、走行など）し、胴体部Ｒ２、２本の腕部Ｒ３（１本のみ図示）
および頭部Ｒ４を備え、自律して移動する。また、ロボットＲは、これら脚部Ｒ１、胴体
部Ｒ２、腕部Ｒ３および頭部Ｒ４の動作を制御する制御装置搭載部Ｒ５を背負う形で背中
（胴体部Ｒ２の後部）に備えている。
【００３７】
［４．ロボットの駆動構造］
　続いて、ロボットＲの駆動構造について図３を参照して説明する。なお、図３における
関節部は、当該関節部を駆動する電動モータにより示されている。
【００３８】
（脚部Ｒ１）
　図３に示すように、左右それぞれの脚部Ｒ１は、６個の関節部１１Ｒ（Ｌ）～１６Ｒ（
Ｌ）を備えている。左右１２個の関節は、股部（脚部Ｒ１と胴体部Ｒ２との連結部分）の
脚部回旋用（Ｚ軸まわり）の股関節部１１Ｒ，１１Ｌ（右側をＲ、左側をＬとする。また
、Ｒ，Ｌを付さない場合もある。以下同じ。）、股部のピッチ軸（Ｙ軸）まわりの股関節
部１２Ｒ，１２Ｌ、股部のロール軸（Ｘ軸）まわりの股関節部１３Ｒ，１３Ｌ、膝部のピ
ッチ軸（Ｙ軸）まわりの膝関節部１４Ｒ，１４Ｌ、足首のピッチ軸（Ｙ軸）まわりの足首
関節部１５Ｒ，１５Ｌ、および、足首のロール軸（Ｘ軸）まわりの足首関節部１６Ｒ，１
６Ｌから構成されている。そして、脚部Ｒ１の下には足部１７Ｒ，１７Ｌが取り付けられ
ている。
【００３９】
　すなわち、脚部Ｒ１は、股関節部１１Ｒ（Ｌ），１２Ｒ（Ｌ），１３Ｒ（Ｌ）、膝関節
部１４Ｒ（Ｌ）および足首関節部１５Ｒ（Ｌ），１６Ｒ（Ｌ）を備えている。股関節部１
１Ｒ（Ｌ）～１３Ｒ（Ｌ）と膝関節部１４Ｒ（Ｌ）とは大腿リンク５１Ｒ，５１Ｌで、膝
関節部１４Ｒ（Ｌ）と足首関節部１５Ｒ（Ｌ），１６Ｒ（Ｌ）とは下腿リンク５２Ｒ，５
２Ｌで連結されている。
【００４０】
（胴体部Ｒ２）
　図３に示すように、胴体部Ｒ２は、ロボットＲの基体部分であり、脚部Ｒ１、腕部Ｒ３
および頭部Ｒ４と連結されている。すなわち、胴体部Ｒ２（上体リンク５３）は、股関節
部１１Ｒ（Ｌ）～１３Ｒ（Ｌ）を介して脚部Ｒ１と連結されている。また、胴体部Ｒ２は
、後記する肩関節部３１Ｒ（Ｌ）～３３Ｒ（Ｌ）を介して腕部Ｒ３と連結されている。ま
た、胴体部Ｒ２は、後記する首関節部４１，４２を介して頭部Ｒ４と連結されている。ま
た、胴体部Ｒ２は、上体回旋用（Ｚ軸まわり）の関節部２１を備えている。
【００４１】
（腕部Ｒ３）
　図３に示すように、左右それぞれの腕部Ｒ３は、７個の関節部３１Ｒ（Ｌ）～３７Ｒ（
Ｌ）を備えている。左右１４個の関節部は、肩部（腕部Ｒ３と胴体部Ｒ２との連結部分）
のピッチ軸（Ｙ軸）まわりの肩関節部３１Ｒ，３１Ｌ、肩部のロール軸（Ｘ軸）まわりの
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肩関節部３２Ｒ，３２Ｌ、腕部回旋用（Ｚ軸まわり）の肩関節部３３Ｒ，３３Ｌ、肘部の
ピッチ軸（Ｙ軸）まわりの肘関節部３４Ｒ，３４Ｌ、手首回旋用（Ｚ軸まわり）の腕関節
部３５Ｒ，３５Ｌ、手首のピッチ軸（Ｙ軸）まわりの手首関節部３６Ｒ，３６Ｌ、および
手首のロール軸（Ｘ軸）まわりの手首関節部３７Ｒ，３７Ｌから構成されている。そして
、腕部Ｒ３の先端には把持部（ハンド）７１Ｒ，７１Ｌが取り付けられている。
【００４２】
　すなわち、腕部Ｒ３は、肩関節部３１Ｒ（Ｌ），３２Ｒ（Ｌ），３３Ｒ（Ｌ）、肘関節
部３４Ｒ（Ｌ）、腕関節部３５Ｒ（Ｌ）および手首関節部３６Ｒ（Ｌ），３７Ｒ（Ｌ）を
備えている。肩関節部３１Ｒ（Ｌ）～３３Ｒ（Ｌ）と肘関節部３４Ｒ（Ｌ）とは上腕リン
ク５４Ｒ（Ｌ）で、肘関節部３４Ｒ（Ｌ）と手首関節部３６Ｒ（Ｌ），３７Ｒ（Ｌ）とは
前腕リンク５５Ｒ（Ｌ）で連結されている。
【００４３】
（頭部Ｒ４）
　図３に示すように、頭部Ｒ４は、首部（頭部Ｒ４と胴体部Ｒ２との連結部分）のＹ軸ま
わりの首関節部４１と、首部のＺ軸まわりの首関節部４２と、を備えている。首関節部４
１は頭部Ｒ４のチルト角を設定するためのものであり、首関節部４２は頭部Ｒ４のパン角
を設定するためのものである。
【００４４】
　このような構成により、左右の脚部Ｒ１は合計１２の自由度を与えられ、移動中に１２
個の関節部１１Ｒ（Ｌ）～１６Ｒ（Ｌ）を適宜な角度で駆動することで、脚部Ｒ１に所望
の動きを与えることができ、ロボットＲが任意に３次元空間を移動することができる。ま
た、左右の腕部Ｒ３は合計１４の自由度を与えられ、１４個の関節部３１Ｒ（Ｌ）～３７
Ｒ（Ｌ）を適宜な角度で駆動することで、ロボットＲが所望の作業を行うことができる。
【００４５】
　また、足首関節部１５Ｒ（Ｌ），１６Ｒ（Ｌ）と足部１７Ｒ（Ｌ）との間には、公知の
６軸力センサ６１Ｒ（Ｌ）が設けられている。６軸力センサ６１Ｒ（Ｌ）は、床面からロ
ボットＲに作用する床反力の３方向成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚと、モーメントの３方向成分Ｍ
ｘ，Ｍｙ，Ｍｚと、を検出する。
【００４６】
　また、手首関節部３６Ｒ（Ｌ），３７Ｒ（Ｌ）と把持部７１Ｒ（Ｌ）との間には、公知
の６軸力センサ（移動検出手段）６２Ｒ（Ｌ）が設けられている。６軸力センサ６２Ｒ（
Ｌ）は、ロボットＲの把持部７１Ｒ（Ｌ）に作用する反力の３方向成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ
と、モーメントの３方向成分Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚと、を検出する。
【００４７】
　また、胴体部Ｒ２には、傾斜センサ６３が設けられている。傾斜センサ６３は、胴体部
Ｒ２の重力軸（Ｚ軸）に対する傾きと、その角速度と、を検出する。また、各関節部の電
動モータは、その出力を減速・増力する減速機（図示せず）を介して前記した大腿リンク
５１Ｒ（Ｌ）、下腿リンク５２Ｒ（Ｌ）などを相対変位させる。これら各関節部の角度は
、関節角度検出手段（例えば、ロータリエンコーダ）によって検出される。
【００４８】
　制御装置搭載部Ｒ５は、前記した無線通信部１２０、自律移動制御部１３０、主制御部
１４０、バッテリ（図示せず）などを収納している。各センサ６１～６３などの検出デー
タは、制御装置搭載部Ｒ５内の各制御部に送られる。また、各電動モータは、各制御部か
らの駆動指示信号により駆動される。
【００４９】
［５．主制御部の構成］
　主制御部１４０は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only
 Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、入出力イン
タフェース等を備える。
　本実施形態では、ロボットＲによる手話のための主な構成として、図１に示すように、
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動作決定部１４１と、動作実行部１４２と、手話動作生成装置１５０とを備えている。
【００５０】
　動作決定部１４１は、ロボットＲにて表出する手話動作を決定して、この決定された手
話動作を表す単語列を手話動作生成装置１５０に入力するものである。
　本実施形態では、ロボットＲが手話動作を実行するのと同様なタイミングで手話動作の
データを生成する運用ではなく、事前に手話動作を実行するためのデータを生成すること
とした。このため、動作決定部１４１は、手話動作のデータ生成時またはそれよりも前の
時点で、表出する手話動作のために予め決定した手話翻訳（単語列）を、例えば無線基地
局１から無線通信部１２０を介して取得し、図示しない主記憶部に格納する。
【００５１】
　本実施形態では、動作決定部１４１は、手話動作を生成するための手話動作生成タスク
を指示するコマンドを外部から受け付けたとき、または、この手話動作生成タスクを実行
するための予め定められたスケジュールにしたがって、手話動作生成装置１５０に対して
、事前に記憶していた手話翻訳（単語列）により手話動作を生成するように指示する。
　また、動作決定部１４１は、手話動作実行時点では、例えば手話動作を行うことを示す
手話タスクを指示するコマンドを外部から受け付けたとき、または、この指示タスクを実
行するための予め定められたスケジュールにしたがって、決定された手話翻訳（単語列）
を手話動作生成装置１５０に通知することで、当該手話翻訳に対して事前に生成された手
話動作のデータを動作実行部１４２に出力するように指示する。
【００５２】
　動作実行部１４２は、手話動作生成装置１５０で生成された単語列毎の手話動作に基づ
いて、動作決定部１４１で決定され入力された単語列を意味する手話動作を実行するもの
である。
　動作実行部１４２は、手話動作に対応した各単語データ等としての関節角や目標位置等
のデータを自律移動制御部１３０に出力し、手話動作の実行を自律移動制御部１３０に指
示する。自律移動制御部１３０が手話動作の関節角データ等を解釈し、腕部Ｒ３等を駆動
するための駆動部（アクチュエータ）の電動モータを動かすモータ駆動信号を生成する。
これにより、ロボットＲは、手話動作を実行する。
　動作実行部１４２は、ロボットＲが手話と同時に手話の意味を発話する場合に、手話動
作に対応した各単語データ等を自律移動制御部１３０に出力する際に、手話動作と発話音
声とを同期させるための指示信号を音声処理部１１０に出力する。
【００５３】
［６．手話動作生成装置］
　手話動作生成装置１５０は、ロボットＲの手話に用いる単語毎の手話動作を繋げること
で単語列毎の手話動作を生成するものである。この手話動作生成装置１５０は、図１に示
すように、単語列入力手段１５１と、軌道生成手段１５２と、干渉判定手段１５３と、動
作連結手段１５４と、記憶手段１６０と、動作調整手段１７０と、を主に備える。
【００５４】
　単語列入力手段１５１は、単語列を入力するものである。単語列は、コミュニケーショ
ンのために外部に提供する情報の内容を示す文章として予め並べられている。本実施形態
では、単語列入力手段１５１は、動作決定部１４１から、事前に記憶している手話翻訳（
単語列）により手話文章を作成する指示を受けたときに、図示しない主記憶部から手話翻
訳（単語列）を読み出して軌道生成手段１５２に出力する。
【００５５】
　軌道生成手段１５２は、単語列入力手段１５１から入力された単語列において連続した
２つの単語からなる単語ペアについて手話単語データベース１６１から手話動作データを
それぞれ抽出する。軌道生成手段１５２は、単語ペアに対して抽出した手話動作データに
基づいて、当該単語ペアのうちの前単語を意味する手話動作の終点の位置と、後単語を意
味する手話動作の始点の位置と、を結ぶ軌道を単語ペア毎に生成する。
【００５６】
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　ここで、軌道の生成方法は、特に限定されず、例えば線形補間、２次補間または３次補
間等の一般的な内挿により、前単語を意味する手話動作の終点の位置と、後単語を意味す
る手話動作の始点の位置との２点間を滑らかにつなげればよい。
　軌道生成手段１５２は、まず、単語間のわたりをつなぐ一般的な軌道を仮に生成する。
この仮に生成した軌道にて干渉が生じる場合、生じないような軌道を生成（再生成）する
ので、最初に生成した軌道は、この意味で仮の軌道を示す。なお、仮の軌道にて干渉が生
じない場合、この軌道がそのまま手話動作における単語間のわたりとして採用される。
【００５７】
　干渉判定手段１５３は、軌道生成手段１５２で
生成した各軌道においてロボットＲが手話のために用いる部位間の距離が予め定められた
許容範囲を満たさない場合、当該部位間で干渉が生じると判定するものである。
　干渉判定手段１５３は、干渉が生じると判定した場合、干渉を示すステータス信号を動
作調整手段１７０に出力する。ステータス信号とは、後記する動作調整手段１７０におい
て、干渉を示すステータス信号に基づいて動作の調整を行う際に用いられるものである。
本実施形態の場合、このステータス信号には、ロボットＲのどの部位とどの部位との間に
干渉が生じるかを示すデータ（干渉部位情報）と、干渉の程度を示すデータ（距離閾値と
の差分情報）と、干渉が生じている区間（干渉時間情報）とが含まれている。
【００５８】
　ここで、干渉とは、腕部Ｒ３が他の部位に接触した状態や衝突した事象を指すだけでは
ない。接触せずとも予め定められた距離よりも近づく状態に達したときに干渉が生じたと
見なす。アームの干渉判定は、公知の一般的な干渉判定方法を用いることができる。例え
ば、ロボットの関節の間に配置されたリンク（アーム）等を円筒（シリンダー）とみなし
て円筒の中心軸間距離が許容値を下回って円筒がめり込んだときに干渉が生じたことを検
知するモデルを採用することができる。
【００５９】
　また、部位間の干渉とは、手話動作なので腕部Ｒ３を含み、具体的には、右の腕部Ｒ３
（Ｒ）と左の腕部Ｒ３（Ｌ）との干渉、腕部Ｒ３と頭部Ｒ４との干渉、腕部Ｒ３と胴体部
Ｒ２との干渉、腕部Ｒ３と脚部Ｒ１との干渉を含む。腕部Ｒ３の干渉とは、例えば肩部、
上腕部、腕部、前腕部、手首部、把持部（ハンド）、手の先の指部といった人体のように
区分した場合の部位と他の部位との干渉を意味する。頭部Ｒ４の干渉とは、例えば首部を
含み人体のように区分した場合の部位と腕部Ｒ３との干渉を意味する。胴体部Ｒ２との干
渉とは、例えば腰部を含み人体のように区分した場合の部位と腕部Ｒ３との干渉を意味す
る。脚部Ｒ１との干渉とは、例えば大腿部や膝部を含み人体のように区分した場合の部位
と腕部Ｒ３との干渉を意味する。
【００６０】
　動作連結手段１５４は、入力された単語列に対して生成された各軌道を介して単語毎の
手話動作を繋げるものである。動作連結手段１５４は、ロボットＲの部位間に干渉が生じ
ないように生成された各軌道を介して単語毎の手話動作を繋げる。ロボットＲの部位間に
干渉が生じると判定された場合、動作連結手段１５４は、後記する動作調整手段１７０に
よる動作調整後に生成された各軌道を介して単語毎の手話動作を繋げる。これらにより単
語列毎の手話動作を生成することができる。動作連結手段１５４は、連結により生成した
手話動作のデータを図示しない主記憶部に格納する。例えば前記した手話タスクをロボッ
トＲが実行するとき（手話動作実行時）には、動作連結手段１５４は、この事前に生成さ
れた手話動作のデータを読み出して動作実行部１４２に出力する。
【００６１】
　記憶手段１６０は、例えば、一般的なハードディスク等から構成され、手話単語データ
ベースを格納している。
　手話単語データベース１６１は、ロボットが単語単位では手話のために用いる部位間で
干渉が生じないように予め作成された手話動作データを当該手話動作の意味する単語と対
応付けて格納したものである。
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【００６２】
　手話動作データとは、手話以外のロボット動作においてロボットＲに所望の姿勢をとら
せるために通常用いられているロボット動作データであり、ここでは手話に関係するため
、手話動作データと表記した。なお、ロボット動作データには、ロボットＲの各部Ｒ１～
Ｒ４におけるそれぞれの関節の関節角についての時刻毎のパラメータ値の集合や、動作開
始座標、動作終点座標（目標位置）等を含む。
【００６３】
　以下では、手話単語の意味する所定期間の動作を行うための手話動作データのことを単
語データと呼ぶ。ここで、単語データについて図４の概念図を参照して説明する。
　図４では、一例として、口語の「私は手話ができます」という文章を手話翻訳した単語
列として、「“私”　“手話”　“できる”　“です”　“ホーム戻り”」に対応した５
つの単語データ４０１，４０２，４０３，４０４，４０５を示している。
　なお、“ホーム戻り”とは、ホームという元の基本姿勢に戻る動作を意味する。
　これらの例では、各単語データを水平方向の帯状データとして模式的に示す。なお、各
単語データの水平方向は手話の動きに伴う時間経過を示している。
【００６４】
　単語データ４０１は、図示するように前半の準備部４０１ａと、後半の動作部４０１ｂ
とに分かれている。準備部４０１ａと動作部４０１ｂとは便宜的に区別したものである。
　同様に単語データ４０２は、準備部４０２ａと動作部４０２ｂとに分かれている。
　また、単語データ４０３は、準備部４０３ａと動作部４０３ｂとに分かれている。
　さらに、単語データ４０４は、準備部４０４ａと動作部４０４ｂとに分かれている。
【００６５】
　ここで、単語データの動作部とは、この単語データに基づいて手話動作をした場合に、
その手話を見ている人が単語の意味を視認できるような動きをするためのロボット動作デ
ータを示す。
　また、この場合、単語データの準備部とは、単語そのものの意味を直接表しているわけ
ではなく、準備としてのなんらかの動きをするためのロボット動作データを示す。
【００６６】
　例えば、手話の開始時刻の特徴点の位置を、「両手を水平方向に最大限に広げた状態」
の両手先の位置とした場合を想定する。この場合、手話動作として、両手先の位置の距離
が「いまだ最大限には達していない状態（Ｐ１）」→「最大限に達した状態（Ｐ２）」→
「最大限ではなくなった状態（Ｐ３）」という状態遷移を人が視認したときに、手話で伝
えたい意味を意図する単語の動きを開始した時点は、状態（Ｐ２）の時点であったと解釈
できる。この場合、状態（Ｐ１）から状態（Ｐ２）までの動作に対応したデータが単語デ
ータの準備部に記載される。
【００６７】
　例えば両腕を動かす手話の場合、単語データの準備部には、両腕の手話動作開始点の位
置として、両手を水平方向に最大限に広げたときの手先の位置座標といった位置データや
、何秒後にその位置座標に到達すればよいかといった時間データが部位毎に含まれている
。なお、この例では、状態（Ｐ２）以降の動作に対応したロボット動作データは単語デー
タの動作部に記載される。
【００６８】
　また、図４では、それぞれの単語データ間に、わたり４１１，４１２，４１３，４１４
が設定されていることを便宜的に示している。実際には、わたり４１１，４１２，４１３
，４１４は、前単語の意味を伝える手話動作と、後単語の意味を伝える手話動作との間を
つなぐ、意味のない動作であって、本実施形態においては、軌道生成手段１５２が、前の
単語データと、後の単語データとの間に生成する軌道に相当する。
　図１に戻って手話動作生成装置１５０の構成の説明を続ける。
【００６９】
［７．動作調整手段］
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　動作調整手段１７０は、干渉判定手段１５３にて単語ペアについて生成した軌道におい
てロボットＲのいずれかの部位間に干渉が生じると判定された場合、当該単語ペアの手話
動作としての位置座標または速度を調整するものである。この動作調整手段１７０は、干
渉判定手段１５３にて判定に用いる部位間の距離の許容範囲を満たすように手話動作を調
整すると共に、予め定められた所定の閾値範囲を満たすように手話動作を調整する。ここ
で、所定の閾値範囲は、手話動作としての単語ペアにおいて前単語の意味および後単語の
意味を維持可能なものとなるように定められている。
　本実施形態では、動作調整手段１７０は、前記所定の閾値範囲として、予め定められた
位置座標または速度のシフト量の閾値範囲、またはそのシフト量に基づいて算出される評
価関数の閾値範囲を用いることとした。
　この動作調整手段１７０は、単語ペアの手話動作としての位置座標または速度を調整し
た後、軌道生成手段１５２にフィードバックし、軌道生成手段１５２は、調整後のデータ
を用いて単語間の軌道を生成する。
【００７０】
　この動作調整手段１７０が行う位置座標または速度の調整を単語間動作調整処理と呼ぶ
。単語間動作調整処理は、単語に対応した手話動作データの更新や、単語間のわたりに対
応したデータの生成を行う処理を示す。
【００７１】
　本実施形態では、動作調整手段１７０は、単語間動作調整処理の方式として、後記する
第１方式、第２方式、第３方式をそれぞれ行うために、図１に示すように、終点座標設定
手段１７１と、経由点設定手段１７２と、タイミング変更手段１７３とを備えると共に、
意味判定手段１７４と、話速調整手段１７５と、を備えることとした。
【００７２】
（終点座標設定手段）
　終点座標設定手段１７１は、単語ペアにおいて干渉が生じる場合、単語間動作調整処理
の第１方式として、当該単語ペアの前単語を意味する手話動作の終点の位置座標のシフト
量またはそのシフト量に基づいて算出される評価関数を予め定められた閾値範囲内で調整
するものである。
　終点座標設定手段１７１は、手話動作における単語の意味の通じる程度に関する予め定
められた評価関数を当該単語ペアの前単語について計算した結果が当該単語ペアの前単語
の意味を維持可能な所定範囲の値になるように、前単語を意味する手話動作の終点の位置
座標をシフトする。
【００７３】
　終点座標設定手段１７１の処理の結果、干渉が生じなくなり、単語の意味も維持可能で
あれば単語間動作調整処理の第１方式が成功し、動作調整手段１７０は、この情報を軌道
生成手段１５２にフィードバックし、該当する単語間の軌道が確定する。この第１方式が
成功しなかった場合、終点座標設定手段１７１は経由点設定手段１７２に処理を渡す。な
お、本実施形態では、この成否の判定を後記する意味判定手段１７４で行うこととした。
【００７４】
　ここで、単語間動作調整処理の第１方式について図５の概念図を参照して説明する。
　図５（ａ）に、図４の概念図と同様な形式で、干渉が生じる場合の単語ペアとして、２
つの単語データ５０１，５０２を示している。単語データ間には、わたり５１１が設定さ
れており、ここでロボットＲの部位間の干渉が生じる。
　単語データ５０１は、手話により“説明”を意味するロボット動作データであり、便宜
的に準備部５０１ａと動作部５０１ｂとに分かれている。
　単語データ５０２は、手話により“時間”を意味するロボット動作データであり、便宜
的に準備部５０２ａと動作部５０２ｂとに分かれている。
　つまり、この例では、単語ペアの前単語は“説明”であり、単語ペアの後単語は“時間
”である。
【００７５】
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　終点座標設定手段１７１は、前単語の“説明”を意味する手話動作の終点の位置座標を
シフトするために、その単語データ５０１の動作部５０１ｂの終点において、“説明”の
手話動作を行う腕部Ｒ３の動作終点座標を変更する。
　変更後の単語データ５０１を、図５（ｂ）に示す。図５（ｂ）に示す単語データ５０１
は、便宜的に準備部５０１ａと動作部５０１ｃと変更部５０１ｄとに分かれている。動作
部５０１ｃと変更部５０１ｄとを合わせたデータは、図５（ａ）に示す単語データ５０１
の動作部５０１ｂに対応している。なお、このとき、当然ながら、後単語の“時間”の単
語データ５０２に変更はない。
【００７６】
　図５（ｂ）では、終点座標設定手段１７１が単語データ５０１において変更した変更部
５０１ｄを誇張しており、実際には僅かな変更である。本実施形態では、後単語の“時間
”に対して前単語の“説明”の単語データ５０１が更新されたとき、更新された前単語の
“説明”を他の後単語に対して適用しても、手話を見ている人が違和感なく視認できる程
度の僅かな変更とした。例えば、図５（ｃ）に示すように、単語ペアの前単語として、変
更後の単語データ５０１を用い、後単語として単語データ５０３を用いてもよい。ここで
、単語データ５０３は、便宜的に準備部５０３ａと動作部５０３ｂとに分かれており、わ
たり５１２は、わたり５１１とは異なっている。
【００７７】
　なお、変更を最小限にするために、終点座標設定手段１７１は、一方の腕部Ｒ３の動作
終点座標を変更すればよい。本実施形態では、利き手（右手）の動作終点座標を優先的に
変更することとした。具体的な処理の流れについては後記する。
【００７８】
（経由点設定手段）
　経由点設定手段１７２は、終点座標設定手段１７１による終点の位置座標のシフトにも
関わらず当該単語ペアにおいて干渉が生じる場合に、単語間動作調整処理の第２方式とし
て、当該単語ペアの前単語の終点と後単語の始点との間を中継する経由点の位置座標のシ
フト量またはそのシフト量に基づいて算出される評価関数を予め定められた閾値範囲内で
調整するものである。
　ここで、経由点設定手段１７２は、単語間動作調整処理の第１方式を無効化して元の位
置座標に戻した後で、単語間動作調整処理の第２方式を実行する。
　経由点設定手段１７２は、手話動作における単語の意味の通じる程度に関する予め定め
られた評価関数を当該単語ペアについて計算した結果が当該単語ペアの前単語および後単
語の意味を維持可能な所定範囲の値になるように、経由点の位置座標をシフトする。
【００７９】
　経由点設定手段１７２の処理の結果、干渉が生じなくなり、単語の意味も維持可能であ
れば単語間動作調整処理の第２方式が成功し、動作調整手段１７０は、この情報を軌道生
成手段１５２にフィードバックし、該当する単語間の軌道が確定する。この第２方式が成
功しなかった場合、経由点設定手段１７２はタイミング変更手段１７３に処理を渡す。な
お、本実施形態では、この成否の判定を後記する意味判定手段１７４で行うこととした。
【００８０】
　ここで、単語間動作調整処理の第２方式について図６の概念図を参照して説明する。
　図６（ａ）に、図４の概念図と同様な形式で、干渉が生じる場合の単語ペアとして、２
つの単語データ６０１，６０２を示している。単語データ間には、わたり６１１が設定さ
れており、ここでロボットＲの部位間の干渉が生じる。
　単語データ６０１は、手話により“つなげる”を意味するロボット動作データであり、
便宜的に準備部６０１ａと動作部６０１ｂとに分かれている。
　単語データ６０２は、手話により“方法”を意味するロボット動作データであり、便宜
的に準備部６０２ａと動作部６０２ｂとに分かれている。
　つまり、この例では、単語ペアの前単語は“つなげる”であり、単語ペアの後単語は“
方法”である。
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【００８１】
　経由点設定手段１７２は、前単語の“つなげる”を意味する手話動作と、後単語の“方
法”を意味する手話動作との間に軌道生成手段１５２が最初に生成した軌道（仮の軌道）
を示すわたり６１１において、この仮の軌道における経由点をシフトする。言い換えれば
、仮の軌道における経由点の代わりに、別の経由点を追加する。この経由点の追加を模式
的に図６（ｂ）に示す。図６（ｂ）に示すように、単語データ６０１，６０２には変更は
ないが、わたり６１１が経由点６２１に置換されている。経由点設定手段１７２は、経由
点６２１のデータを新たに生成する。
【００８２】
　なお、変更を最小限にするために、経由点設定手段１７２は一方の腕部Ｒ３について、
前単語の動作終点座標と、後単語の動作始点座標と、の間に経由点を追加すればよい。本
実施形態では、単語間に経由点として、利き手（右手）の動作において優先的に経由点を
追加することとした。具体的な処理の流れについては後記する。
【００８３】
（タイミング変更手段）
　タイミング変更手段１７３は、経由点設定手段１７２による経由点の位置座標のシフト
にも関わらず当該単語ペアにおいて干渉が生じる場合に、単語間動作調整処理の第３方式
として、当該単語ペアの後単語を意味する手話動作の速度のシフト量またはそのシフト量
に基づいて算出される評価関数を予め定められた閾値範囲内で調整するものである。
　ここで、タイミング変更手段１７３は、単語間動作調整処理の第２方式を無効化して元
の位置座標に戻した後で、単語間動作調整処理の第３方式を実行する。
　タイミング変更手段１７３は、手話動作における単語の意味の通じる程度に関する予め
定められた評価関数を当該単語ペアの後単語について計算した結果が当該単語ペアの後単
語の意味を維持可能な所定範囲の値になるように、後単語を意味する手話動作の速度を変
更する。
【００８４】
　タイミング変更手段１７３の処理の結果、干渉が生じなくなり、単語の意味も維持可能
であれば単語間動作調整処理の第３方式が成功し、動作調整手段１７０は、この情報を軌
道生成手段１５２にフィードバックし、該当する単語間の軌道が確定する。この第３方式
が成功しなかった場合、タイミング変更手段１７３はエラーを記録し、処理を終了する。
なお、本実施形態では、この成否の判定を後記する意味判定手段１７４で行うこととした
。
【００８５】
　ここで、単語間動作調整処理の第３方式について図７の概念図を参照して説明する。
　図７（ａ）に、図４の概念図と同様な形式で、干渉が生じる場合の単語ペアとして、２
つの単語データ７０１，７０２を示している。単語データ間には、わたり７１１が設定さ
れており、ここでロボットＲの部位間の干渉が生じる。
　単語データ７０１は、手話により“集める”を意味するロボット動作データであり、便
宜的に準備部７０１ａと動作部７０１ｂとに分かれている。
　単語データ７０２は、手話により“きれい”を意味するロボット動作データであり、便
宜的に準備部７０２ａと動作部７０２ｂとに分かれている。
　つまり、この例では、単語ペアの前単語は“集める”であり、単語ペアの後単語は“き
れい”である。
【００８６】
　また、図７（ａ）には、横軸に時間軸をとったグラフにより、わたり７１１で右の腕部
Ｒ３（Ｒ）と左の腕部Ｒ３（Ｌ）とが干渉する様子を模式的に表している。このグラフで
は、右の腕部Ｒ３（Ｒ）と左の腕部Ｒ３（Ｌ）とが単語データ７０２の例えば準備動作の
ある時刻（ｔ０）からある本動作の開始時刻（ｔ２）まで、同じタイミングで動作してい
たことを示す。つまり、棒グラフは、各腕部の準備動作期間を示している。
【００８７】
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　この場合に、本実施形態では、後単語の“きれい”を意味する手話動作の速度の変更を
最小限にするために、タイミング変更手段１７３は、後単語の“きれい”の単語データ７
０２の準備部７０２ａに記載された時間データを調整することで、準備動作の速度を変更
することとした。相対速度を変更できればよいので、利き手（右手）の動作において優先
的に速度を変更することとした。
　単語データ７０２の準備部７０２ａに記載された時間データを調整することとは、後単
語の“きれい”を意味する手話動作の軌道は同じであるが、部位毎に速度の異なった、同
じ単語を追加登録することを意味する。よって、軌道生成手段１５２は、当該単語ペアに
ついての後単語については、この追加登録された手話動作データを用いて、前単語の“集
める”との軌道を再度生成する。
【００８８】
　この例では、“集める”の手話動作の終了時には、３次元空間上で両手の手先を近づけ
て両方の手の平が下方または胴体部Ｒ２側を向いてほぼ同じ高さに位置している。
　また、“きれい”の手話動作の開始時には、左手の手先を前方に向けて手の平を上に向
け、かつ、右手の手先を左方に向けて左手のやや上方で胴体部Ｒ２寄りの位置で手の平を
下方に向ける必要がある。よって、わたりにおける干渉を回避するために、右の手の平を
通常よりも早いタイミングで逃がす動きができるように、後単語の単語データの準備部に
おける動作（準備動作）において、右の腕部Ｒ３（Ｒ）の速度を大きくして右手の動作を
早く終わらせるようにした。
【００８９】
　図７（ｂ）のグラフは、図７（ａ）と同様のグラフを表している。ここで、左右の手が
、異なる速度、異なるタイミングで動作していることを分かり易く示すため、２つの棒グ
ラフの始点を時刻（ｔ０）に揃え、左の腕部Ｒ３（Ｌ）が時刻（ｔ０）から時刻（ｔ２）
まで動き、かつ、右の腕部Ｒ３（Ｒ）が、時刻（ｔ２）よりも短い時刻（ｔ１）まで動く
こととした。なお、具体的な処理の流れについては後記する。
【００９０】
（意味判定手段）
　意味判定手段１７４は、干渉判定手段１５３にて干渉があると判定した箇所について、
終点座標設定手段１７１、経由点設定手段１７２またはタイミング変更手段１７３による
動作調整処理によって干渉がなくなる状態となったときに、当該単語ペアの前単語および
後単語の意味を維持できているか否かを判別するものである。
【００９１】
　意味判定手段１７４は、単語間動作調整処理の第１方式によって干渉がなくなる状態と
なった場合、当該単語ペアの前単語の意味を維持できるか否かを評価関数を用いて判別す
る。
　意味判定手段１７４は、単語間動作調整処理の第２方式によって干渉がなくなる状態と
なった場合、当該単語ペアの前単語および後単語の意味を維持できるか否かを評価関数を
用いて判別する。
　意味判定手段１７４は、単語間動作調整処理の第３方式によって干渉がなくなる状態と
なった場合、当該単語ペアの後単語の意味を維持できるか否かを評価関数を用いて判別す
る。
【００９２】
　ここで、評価関数の関数形、評価関数に入力するパラメータ、判定の基準となる数値範
囲等については、実測やシミュレーションによる推定によって予め決定されている。
　本実施形態では、意味判定手段１７４は、一例として、次の式（１）で示す評価関数J
を用いることとした。
【００９３】
　Ｊ＝ω1×Δ1＋ω2×Δ2＋ω3×Δ3…　式（１）
【００９４】
　式（１）において、Δ1は単語間動作調整処理の第１方式により生じる「前単語の終点



(17) JP 5607012 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

座標の標準からのズレ量」、Δ2は単語間動作調整処理の第２方式により生じる「経由点
の標準からのズレ量」、Δ3は単語間動作調整処理の第３方式により生じる「後単語のタ
イミングの標準からのズレ量」をそれぞれ示す。また、ω1，ω2，ω3は重みを示す。こ
れら重みの値は適宜設定してよい。
【００９５】
　ここで、単語間動作調整処理の第１方式を適用したときには、意味判定手段１７４は、
式（１）の右辺のΔ2およびΔ3の値を０とし、第２方式を適用したときにはΔ3およびΔ1

の値を０とし、第３方式を適用したときにはΔ1およびΔ2の値を０として評価関数Ｊを計
算する。式（１）で示す評価関数Jは、３つの方式における標準からのズレ量が小さいほ
ど、式（１）の右辺の計算結果が小さくなるので、右辺の計算結果が予め定められた所定
値以下である場合に、対象とする単語の意味が維持できていると判定することができる。
【００９６】
　なお、式（１）において、終点座標のズレ量Δ1や経由点のズレ量Δ2を所定の長さ単位
（例えばｃｍ）で表し、タイミングのズレ量Δ3を所定の時間単位（例えば秒）で表した
ときに、式（１）の第１項の値と第２項の値と第３項の値とが同程度のオーダーであるよ
うに調整しておくことができる。
【００９７】
　また、本実施形態では、単語間動作調整処理の第３方式よりも第２方式を優先し、かつ
、第２方式よりも第１方式を優先して独立に適用することとしている。これは、３方式そ
れぞれの方法で同程度のズレ量が生じたときに、単語の意味がよりいっそう維持し易い順
序で適用することを示している。言い換えると、第１方式にて単語間動作調整処理が成功
せずに第２方式を適用するときには、第１方式のときよりもズレ量の許容範囲を狭めてい
ることになる。さらに、第３方式についても同様である。したがって、式（１）で示す評
価関数Jにおいて、重みを表す数値を次の式（２）を満たすように設定することとした。
【００９８】
　ω1＜ω2＜ω3　…　式（２）
【００９９】
（話速調整手段）
　話速調整手段１７５は、手話と同時に、手話の意味を発話する場合に、手話動作に必要
な時間に基づいて話速を調整するものである。話速調整手段１７５は、手話動作に必要な
時間の情報を手話単語データベース１６１から取得すると共に、音声合成される音声デー
タの発話時間の情報を図示しない主記憶部から取得する。話速調整手段１７５は、音声デ
ータの発話時間を、手話動作に必要な時間に合わせる変化率を算出し、算出した変化率と
話速変更の指示とを、合成音声を出力する音声処理部１１０に対して出力する。これによ
り、音声処理部１１０は、図示しない主記憶部に格納されている会話用の発話データと、
話速調整手段１７５からの話速変更の指示と、動作実行部１４２からの手話動作と同期さ
せるための指示とに基づいて、手話の動きに同期させながら、手話の意味を発話する。
【０１００】
　なお、終点座標設定手段１７１、経由点設定手段１７２またはタイミング変更手段１７
３による動作調整処理によって、手話単語データベース１６１に登録済みの手話動作に必
要な時間の情報が変更される場合には、話速調整手段１７５は、この変更後の時間情報を
用いて話速を調整する。
【０１０１】
［８．手話動作生成装置による処理の流れ］
　手話動作生成装置１５０による処理の流れについて図８を参照（適宜、図１参照）して
説明する。図８は、図１の手話動作生成装置１５０による処理の流れの概略を示すフロー
チャートである。
【０１０２】
　まず、手話動作生成装置１５０は、単語列入力手段１５１によって、手話翻訳（単語列
）を入力する（ステップＳ１）。そして、手話動作生成装置１５０は、軌道生成手段１５



(18) JP 5607012 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

２によって、手話単語データベース１６１から動作を引用し、単語列通り並べる（ステッ
プＳ２）。そして、軌道生成手段１５２は、単語と単語との間の軌道をそれぞれ生成する
（ステップＳ３）。
【０１０３】
　そして、手話動作生成装置１５０は、干渉判定手段１５３によって、単語と単語との間
の各軌道において部位間の干渉があるか否かを判定する（ステップＳ４）。単語と単語と
の間の軌道において部位間の干渉があると判定した場合（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、動作
調整手段１７０は、単語間動作調整処理を実行し（ステップＳ５）、単語と単語との間の
各軌道において部位間の干渉が起こらずに、かつ、動作連結手段１５４が連結した単語列
に対応した一連の手話動作が意図した意味を伝えることができれば、単語列毎の手話動作
が完成する（ステップＳ６）。なお、ステップＳ４において、単語と単語との間の軌道に
おいて部位間の干渉がないと判定した箇所については（ステップＳ４：Ｎｏ）、ステップ
Ｓ５をスキップする。
【０１０４】
［９．単語間動作調整処理］
　単語間動作調整処理は、単語ペア毎に、方式１、方式２、方式３の順に適用する。
（方式１）
　まず、方式１では、図９に示すように、単語と単語との間の軌道において部位間の干渉
が、左腕部Ｒ３（Ｌ）と右腕部Ｒ３（Ｒ）との干渉である場合（ステップＳ１１：Ｙｅｓ
）、動作調整手段１７０の終点座標設定手段１７１は、部位間の干渉があると判定した箇
所について当該単語ペアのうちの前単語の動作部の終点において、右腕部Ｒ３（Ｒ）の動
作終点座標を変更する（ステップＳ１２）。
【０１０５】
　そして、意味判定手段１７４は、干渉があると判定した箇所について当該単語ペアのう
ちの前単語の意味を維持できるか否かを判別する（ステップＳ１３）。干渉があると判定
した箇所について前単語の意味を維持できる場合（ステップＳ１３：Ｙｅｓ）、当該単語
ペアの後単語についてはなんら変更していないため前単語および後単語のそれぞれの意味
を維持できるので、終点座標設定手段１７１は、当該単語ペアについて単語間動作調整に
成功する。
【０１０６】
　前記ステップＳ１３において、干渉があると判定した箇所について前単語の意味を維持
できない場合（ステップＳ１３：Ｎｏ）、終点座標設定手段１７１は、前記ステップＳ１
２の変更処理をキャンセルする（ステップＳ１４）。そして、終点座標設定手段１７１は
、部位間の干渉があると判定した箇所について当該単語ペアのうちの前単語の動作部の終
点において、左腕部Ｒ３（Ｌ）の動作終点座標を変更する（ステップＳ１５）。
【０１０７】
　そして、意味判定手段１７４は、干渉があると判定した箇所について当該単語ペアのう
ちの前単語の意味を維持できるか否かを判別する（ステップＳ１６）。干渉があると判定
した箇所について前単語の意味を維持できる場合（ステップＳ１６：Ｙｅｓ）、当該単語
ペアの後単語についてはなんら変更していないため前単語および後単語のそれぞれの意味
を維持できるので、終点座標設定手段１７１は、当該単語ペアについて単語間動作調整に
成功する。
【０１０８】
　前記ステップＳ１１において、単語と単語との間の軌道において部位間の干渉が、腕部
Ｒ３と腕部以外との干渉である場合（ステップＳ１１：Ｎｏ）、終点座標設定手段１７１
は、部位間の干渉があると判定した箇所について当該単語ペアのうちの前単語の動作部の
終点において、腕部Ｒ３の動作終点座標を変更する（ステップＳ１８）。なお、例えば、
腕部Ｒ３と頭部Ｒ４との干渉において、仮に頭部Ｒ４の動作終点座標を変更すると、シフ
ト方向によっては、手話の意味に“同意”、“否定”、“希望”等のニュアンスが含まれ
てしまうため、このような変更は行わないこととした。



(19) JP 5607012 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

　続いて、前記ステップＳ１６にて意味判定手段１７４が前単語の意味を維持できるか否
かを判別する。入力された手話翻訳（単語列）において、干渉があると判定した各箇所で
単語間動作調整に成功した場合、動作調整手段１７０は、ステップＳ６に戻る。
【０１０９】
　前記ステップＳ１６において、干渉があると判定した箇所について前単語の意味を維持
できない場合（ステップＳ１６：Ｎｏ）、終点座標設定手段１７１は、当該箇所について
それまでに行っている変更処理（前記ステップＳ１２または前記ステップＳ１８）をキャ
ンセルする（ステップＳ１７）。そして、動作調整手段１７０は、当該箇所について方式
２で単語間動作調整をするためにステップＳ２１（図１０参照）に進む。
【０１１０】
（方式２）
　次に、方式２では、図１０に示すように、方式１で成功しなかった箇所について、部位
間の干渉が、左腕部Ｒ３（Ｌ）と右腕部Ｒ３（Ｒ）との干渉である場合（ステップＳ２１
：Ｙｅｓ）、動作調整手段１７０の経由点設定手段１７２は、部位間の干渉があると判定
した箇所について当該単語ペアの前単語と後単語との間において、右腕部Ｒ３（Ｒ）の動
作の経由点を追加する（ステップＳ２２）。すなわち、経由点設定手段１７２は、前単語
の動作部の終点において、右腕部Ｒ３（Ｒ）の動作終点座標よりも後のデータとして経由
点の座標データを追加する。
【０１１１】
　そして、意味判定手段１７４は、干渉があると判定した箇所について当該単語ペアの前
単語および後単語の意味を維持できるか否かを判別する（ステップＳ２３）。干渉がある
と判定した箇所について前単語および後単語の意味を維持できる場合（ステップＳ２３：
Ｙｅｓ）、経由点設定手段１７２は、当該単語ペアについて単語間動作調整に成功する。
【０１１２】
　前記ステップＳ２３において、干渉があると判定した箇所について前単語および後単語
の少なくとも１つの意味を維持できない場合（ステップＳ２３：Ｎｏ）、経由点設定手段
１７２は、前記ステップＳ２２の追加処理をキャンセルする（ステップＳ２４）。そして
、経由点設定手段１７２は、部位間の干渉があると判定した箇所について当該単語ペアの
前単語と後単語との間において、左腕部Ｒ３（Ｌ）の動作の経由点を追加する（ステップ
Ｓ２５）。すなわち、経由点設定手段１７２は、前単語の動作部の終点において、左腕部
Ｒ３（Ｌ）の動作終点座標よりも後のデータとして経由点の座標データを追加する。
【０１１３】
　そして、意味判定手段１７４は、干渉があると判定した箇所について当該単語ペアの前
単語および後単語の意味を維持できるか否かを判別する（ステップＳ２６）。干渉がある
と判定した箇所について前単語および後単語の意味を維持できる場合（ステップＳ２６：
Ｙｅｓ）、経由点設定手段１７２は、当該単語ペアについて単語間動作調整に成功する。
【０１１４】
　前記ステップＳ２１において、部位間の干渉が、腕部Ｒ３と腕部以外との干渉である場
合（ステップＳ２１：Ｎｏ）、経由点設定手段１７２は、部位間の干渉があると判定した
箇所について当該単語ペアの前単語と後単語との間において、腕部Ｒ３の動作の経由点を
追加する（ステップＳ２８）。なお、腕部以外の動作の経由点を追加しないこととした理
由は方式１の場合と同様の理由である。
　続いて、前記ステップＳ２６にて意味判定手段１７４が前単語および後単語の意味を維
持できるか否かを判別する。入力された手話翻訳（単語列）において、干渉があると判定
した各箇所で単語間動作調整に成功した場合、動作調整手段１７０は、ステップＳ６に戻
る。
【０１１５】
　前記ステップＳ２６において、干渉があると判定した箇所について前単語および後単語
の意味を維持できない場合（ステップＳ２６：Ｎｏ）、経由点設定手段１７２は、それま
でに行っている追加処理（前記ステップＳ２５または前記ステップＳ２８）をキャンセル
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する（ステップＳ２７）。そして、動作調整手段１７０は、当該箇所について方式３で単
語間動作調整をするためにステップＳ３１（図１１参照）に進む。
【０１１６】
（方式３）
　次に、方式３では、図１１に示すように、方式２で成功しなかった箇所について、部位
間の干渉が、左腕部Ｒ３（Ｌ）と右腕部Ｒ３（Ｒ）との干渉である場合（ステップＳ３１
：Ｙｅｓ）、動作調整手段１７０のタイミング変更手段１７３は、部位間の干渉があると
判定した箇所について当該単語ペアの後単語の準備部において、右腕部Ｒ３（Ｒ）の動作
の速度を変更する（ステップＳ３２）。すなわち、タイミング変更手段１７３は、後単語
の準備部の動作において、右腕部Ｒ３（Ｒ）の動作の速度と左腕部Ｒ３（Ｌ）の動作の速
度とを相対的に変更し、右腕部Ｒ３（Ｒ）と左腕部Ｒ３（Ｌ）との動作タイミングを変更
する。
【０１１７】
　そして、意味判定手段１７４は、干渉があると判定した箇所について当該単語ペアの後
単語の意味を維持できるか否かを判別する（ステップＳ３３）。干渉があると判定した箇
所について後単語の意味を維持できる場合（ステップＳ３３：Ｙｅｓ）、当該単語ペアの
前単語についてはなんら変更していないため前単語および後単語のそれぞれの意味を維持
できるので、タイミング変更手段１７３は、当該単語ペアについて単語間動作調整に成功
する。入力された手話翻訳（単語列）において、干渉があると判定した各箇所で単語間動
作調整に成功した場合、動作調整手段１７０は、ステップＳ６に戻る。
【０１１８】
　前記ステップＳ３３において、干渉があると判定した箇所について後単語の意味を維持
できない場合（ステップＳ３３：Ｎｏ）、タイミング変更手段１７３は、前記ステップＳ
３２の変更処理をキャンセルする（ステップＳ３４）。そして、タイミング変更手段１７
３は、当該単語ペアについて単語間動作調整に失敗したことを記録するエラー処理を行い
（ステップＳ３５）、動作調整手段１７０は、ステップＳ６に戻る。
　また、前記ステップＳ３１において、部位間の干渉が、腕部Ｒ３と腕部以外との干渉で
ある場合（ステップＳ３１：Ｎｏ）、ステップＳ３５に進む。
【０１１９】
　なお、方式３で成功しなかった箇所の情報について、動作調整手段１７０は、通信によ
り、管理用コンピュータ３に通知したり、ロボットＲの発話により周囲の人物に報知した
りしてもよい。これにより、エラーを知ったオペレータが、方式３でも成功しなかった箇
所について、当初入力された手話翻訳（単語列）と同様の意図が伝えられる範囲で、前後
の単語の少なくとも一方の単語を別の単語に置換した新たな手話翻訳（単語列）を手話動
作生成装置１５０に入力することもできる。
【０１２０】
　以上説明したように、本発明の実施形態に係る手話動作生成装置１５０は、入力された
翻訳（単語列）の単語ペア毎に生成する単語間のわたりの軌道においてロボットＲの腕部
Ｒ３を含む部位間で干渉が生じる場合に、干渉が生じないように、かつ、当該単語ペアの
各単語の意味を維持しながら、当該単語ペアの手話動作としての位置座標または速度を、
予め定められた閾値範囲内で調整することができる。これにより、単語間のわたりにおい
てアームの干渉が生じるような単語の組み合わせであっても、当該２つの単語の組み合わ
せで表す一連の手話動作を実行することが可能となる。
【０１２１】
　また、次のような運用も可能となる。例えば、仮にロボットアームの干渉が生じないよ
うな一連の手話動作に対応した手話文章（単語列）の定型文データが完成しているときに
、その中の１つの手話単語を置換した手話動作を新たに生成しようとする場合、置換単語
によっては、単語間のわたりの部分でアームの干渉を伴う場合がある。このような場合で
あっても、本発明の実施形態に係る手話動作生成装置１５０によれば、アームの干渉が起
こらずに、かつ、意図したとおりに手話の意味を保持する軌道を生成できるので、手話文
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章に対応した一連の手話動作を汎用的に数多く生成することができる。そのため、ロボッ
トＲによる手話の表現が豊かになり、コミュニケーションをスムーズに行うことができる
ようになる。
【０１２２】
　以上、本発明の手話動作生成装置およびこれを備えたコミュニケーションロボットの好
ましい実施形態について説明したが、本発明は、前記した実施形態に限定されるものでは
ない。例えば、コミュニケーションロボットが手話動作生成装置を備えているものとして
説明したが、例えば、図１に示す管理用コンピュータ３、または、ロボット専用ネットワ
ーク２に外部ネットワークを介して接続された図示しない端末が、手話動作生成装置を備
える構成としてもよい。また、一般的なコンピュータに、手話動作生成装置１５０の各手
段を実行させるためのプログラムをインストールすることで、同等の効果を奏することも
できる。
【０１２３】
　また、手話動作生成装置１５０の記憶手段１６０には、一連の手話動作（単語列の手話
動作）を生成するための手話翻訳（単語列）や、生成された手話動作のデータを一時的に
記憶してもよい。
　また、手話動作生成の過程で、登録済みの手話動作データの更新が必要になった場合、
更新データを別途記憶するようにしてもよい。これにより、更新された手話動作データを
次回から用いることができる。
　また、手話単語データベース１６１のデータの容量が膨大である場合、本体を管理用コ
ンピュータ３側の蓄積手段に記憶しておき、必要な一部のデータを取得して記憶するよう
にしてもよい。
【０１２４】
　また、前記実施形態では、コミュニケーションロボットを、自律移動型の脚式の２足歩
行ロボットとして説明したが、上半身、特に人体と同様な腕部を備えて手話動作が可能で
あればよい。また、本発明は、日本語と手話とをほぼ一対一に対応させた日本語対応手話
で説明したが、日本語を外国語に置き換えてもよい。
【０１２５】
　また、前記実施形態では、手話動作生成装置１５０の動作調整手段１７０は、終点座標
設定手段１７１と、経由点設定手段１７２と、タイミング変更手段１７３とを備えるベス
トモードとして説明したが、このうちの少なくとも１つだけ備える構成としてもよい。な
お、２つ以上備える場合、第３方式よりも第２方式および第１方式を優先し、第２方式よ
りも第１方式を優先して適用することが好ましい。
【０１２６】
（評価関数についての変形例）
　前記実施形態では、手話動作生成装置１５０の意味判定手段１７４は、単語間動作調整
処理により生じる標準からのズレ量に関する式（１）で示す評価関数Jを用いることとし
たが、本発明は、これに限定されるものではなく、例えば以下のように種々の変形が可能
である。
【０１２７】
　例えば評価関数として、わたりを含む連続した手話単語の動作の基準となる正解の動き
と、当該手話動作について、前単語の終点、わたり、後単語の準備動作のいずれかを変更
したサンプル動作との類似度に関する評価関数を用いてもよい。
【０１２８】
　この場合、手話動作生成装置に評価関数を記憶する前に、予め、ロボットによる手話の
正解動作および複数のサンプル動作を手話の専門家が観測し、前後の単語の意味が損なわ
れていないと評価されたサンプル動作を決定し、そのサンプル動作に用いていた単語デー
タとの相関を調べて、特徴量を求め、特徴量の重み等を考慮しながら評価関数と、閾値範
囲とを公知の推定方法で求めて適宜設計変更することができる。また、評価関数を実測と
シミュレーションとから推定して予め決定するようにしてもよい。
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【０１２９】
　また、わたりを変更したサンプル動作については、前後の単語の意味が損なわれていな
いという制限だけではなく、わたりを含む前後の動きが、他の単語の動きに非類似である
との制限も加えると、人の誤認識をよりいっそう防止することができるので、そのように
することが好ましい。
【０１３０】
　また、類似度に関する評価関数を用いる場合、手話動作生成装置に評価関数を記憶する
前に、例えば公知の画像処理によって映像の類似度を算出することもできる。このとき、
ロボットの腕部等の干渉が生じないことを前提に、ある単語ペアについてロボットによる
手話動作の正解の姿勢の映像を基準映像として準備し、ロボットによる手話動作変更後の
サンプル動作の姿勢の映像を比較映像として準備する。そして、特徴点抽出の画像処理に
より、基準映像と比較映像とにおいて関節や手先等の座標位置の特徴量をそれぞれ抽出す
る。これら特徴点から映像の類似度を求めることができる。そして、基準映像および比較
映像を見た専門家の評価と、算出した類似度との相関から評価関数および判定基準値を決
定することが可能である。
【０１３１】
　また、単語間動作調整処理の第１方式～第３方式に合わせて個別の３種類の評価関数を
用いるようにしてもよい。
　この場合、第１方式用の評価関数には、単語ペアの前単語についての単語データの変更
部のデータを含むデータを入力とし、算出結果の類似度により判定することができる。
　また、第２方式用の評価関数には、単語ペアの前単語についての単語データと、後単語
についての単語データと、わたりに追加した経由点のデータとを含むデータを入力とし、
算出結果の類似度により判定することができる。
　また、第３方式用の評価関数には、単語ペアの後単語についての単語データの準備部の
データを含むデータを入力とし、算出結果の類似度により判定することができる。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　　　無線基地局
　２　　　ロボット専用ネットワーク
　３　　　管理用コンピュータ
　１１０　音声処理部
　１２０　無線通信部
　１３０　自律移動制御部
　１４０　主制御部（制御部）
　１４１　動作決定部
　１４２　動作実行部
　１５０　手話動作生成装置
　１５１　単語列入力手段
　１５２　軌道生成手段
　１５３　干渉判定手段
　１５４　動作連結手段
　１６０　記憶手段
　１６１　手話単語データベース
　１７０　動作調整手段
　１７１　終点座標設定手段
　１７２　経由点設定手段
　１７３　タイミング変更手段
　１７４　意味判定手段
　１７５　話速調整手段
　Ｒ　　　ロボット
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　Ｒ１　　脚部
　Ｒ２　　胴体部
　Ｒ３　　腕部
　Ｒ４　　頭部
　Ｒ５　　制御装置搭載部
　Ｓ　　　スピーカ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(26) JP 5607012 B2 2014.10.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０６－２５１１２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２７１９９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－０９２９０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１６３７７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第３２３５６２２（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２０１１－１１５８７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｂ　　２１／００　－　２１／０６　　　　
              Ｂ２５Ｊ　　　５／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

